
 

 

 

 

 

教職員に対する懲戒処分について 

 

令和６年３月２１日付けで教職員に対して行った地方公務員法に基づく懲戒処分について、  

下記のとおり公表します。 

 

記 

 

№ 対 象 教 職 員 処 分 事 由 処分内容 処分日 

１ 県立特別支援学校の男性教諭（６４歳） 生徒に対する不適切な行為 免職 R6.3.21 

２ 公立小学校の男性教諭（２３歳） 酒気帯び運転 停職６月 R6.3.21 

３ 県立高等学校の男性実習助手（４４歳） 
生徒に対する体罰、教職員に対す

るセクシュアル・ハラスメント 
停職３月 R6.3.21 

４ 県立高等学校の男性学校司書（６４歳） 生徒に対する不適切な指導 戒告 R6.3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ２ 日 

教 育 委 員 会 学 校 人 事 課 

電話：027(226)4594、4596 

内線：4594、4596 


